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研究成果の概要： 
形態素分析をベースとした会話分析という方法は、カウンセリングや法律相談というある程度

定型的な会話体においても有用である。「だめ」「できない」「わからない」といった否定的表現

に着目すると、カウンセラーは相談者より少なく、弁護士は相談者より多い。受任した後はク

ライアントとの「信頼関係」をどう維持・強化するかも円滑なコミュニケーションのために重

要であることが弁護士の報告から明らかになった。弁護士が受任する事件にははっきりとした

傾向がみてとれる。もめごとは広範に存在している。それが必ずしも法的紛争の「種」である

とはいいきれないものの少なくないもめごとが「放置」されていることが明らかになった。 
 
交付額 
                               （金額単位：円） 

 直接経費 間接経費 合 計 
2006 年度 4,000,000 1,200,000 4,000,000  

2007 年度 5,700,000 1,710,000 7,410,000 

2008 年度 3,800,000 1,140,000 4,940,000  

年度  

  年度  

総 計 13,500,000 4,050,000 16,350,000  

 
 
研究分野：比較法・法社会学 
科研費の分科・細目：（分科）法学 （細目）基礎法学 
キーワード： 基礎法学、法文化、リーガルカウンセリング、コミュニケーション、法情報 
 
１．研究開始当初の背景 
 日本の法科大学院の開設に伴い、法律相談
の技法やリーガル・ネゴシエーション、心理
カウンセリングを応用したリーガル・カウン
セリング技法の研究は盛んになっている。
（たとえば、菅原郁夫・岡田悦典編『法律相
談のための面接技法』商事法務、全 357 頁、
2004 年。 太田勝造・草野芳郎編著『ロース
クール交渉学』白桃書房、全 276 頁、2005 年。）
また裁判員制度の導入を念頭においた市民
への法教育の注目も高まっている。 

 伝統的に基礎法学の領域においては、日本
の法文化や法意識についての研究がさかん
に行われてきた。日本社会特殊論とあいまっ
て、日本の法文化の非法的・反法的側面は過
度に強調されてきたことへの反証も進んで
いる（たとえば、加藤雅信・藤本亮編著『日
本人の契約観』三省堂、全 191 頁、2005 年）。
しかしながら、法曹養成教育や市民への法教
育において、こうした基礎研究が、効率的で
正確な法的情報の伝達という点で十分には
生かされていない。たとえば日本人の「裁判
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嫌い」は見方によっては神話でしかないが、
安易にそれを前提にして法律専門家が情報
伝達を行うため、必要とされている情報が必
ずしも行き渡っていない。そのため、裁判利
用に限らず、法律相談にすら足を遠のかせて
いるという傾向がみられる。専門家と非専門
家のコミュニケーションで伝達される法的
情報の内容上あるいは伝達の様態上のミス
マッチがこうした傾向を強めている。 
 
２．研究の目的 
 日本社会におけるリーガル・コミュニケー
ションの様態について、多面的に明らかにす
ること、そして、その特性を踏まえてより効
率的かつ正確な法的情報伝達の方向性を示
すことが目的である。 
 本研究は、法曹養成教育という文脈で技法
教育の対象として展開するこれらの諸要素
をより包括的にリーガル・コミュニケーショ
ンとしてとらえなおし、そのコミュニケーシ
ョンが行われる社会的文化的背景との関係
で、基礎法学の観点から探求するものである。 
Ａ．リーガル・コミュニケーションの諸特性
について下記のような側面からそれらを明
らかにする。 
（１）法律専門家と非専門家という非対称的
関係におけるコミュニケーションの特徴（対
等性が確保されたコミュニケーションとは
異なる特性を、社会学的ならびに心理学的見
地から明らかにする） 
（２） 法的情報は、非専門家にとって関心
がありつつも曖昧かつ不正確でイメージの
みが先行しているものであることによるリ
ーガル・コミュニケーションの特徴（非専門
家からみてまったく不知の領域ではなく、メ
ディア等からのイメージが伝達されている
領域であることによる特性を明らかにする） 
（３） 法のイメージや位置づけが各国社
会によって異なることによるリーガル・コミ
ュニケーションの特徴（社会統制システムの
うち、法システムが占める位置が異なること
から、日本社会のリーガル・コミュニケーシ
ョンの特徴を明らかにする） 
Ｂ．効率的かつ正確なリーガル・コミュニケ
ーションのあり方につき、ここまでに明らか
にした日本社会におけるリーガル・コミュニ
ケーションの特性を十分に踏まえ、専門家の
コミュニケーション意図が、潜在的依頼者た
る非専門家の所与の属性やニーズと適合す
ることが重要であることを明らかにする。下
記のような論点を検討する。 
 
３．研究の方法 
 2006 年度は、研究分担者を中心にしてリー
ガルコミュニケーションについての各種の
先行研究の文献収集や検討を行った。また研
究協力者にも協力を求め、国内外の視察や研

究会への参加を通じて、法律情報の特性につ
いての先行研究や情報の収集を行った。また、
専門家対非専門家のコミュニケーションと
してとらえた心理カウンセリングのあり方
についての先行研究の文献･資料収集や検討
も田辺を中心に行った。橋本はこうしたカウ
ンセリングの手法のマニュアル類の検討を
行い、カウンセリングにおいてコミュニケー
ションがどう自覚的に追及されているかを
検討した。 
 法律コミュニケーションの特性をテキス
ト分析の手法を用いて分析するための素材
を収集した。具体的には伊藤・大橋・白井・
古口が中心となって法務研究科主催として
実施した法律相談会において、相談の開始時
点から修了時点までの録音を、相談者に対し
て研究目的でのみ利用するむねを説明しそ
の許諾を得た上で行った。この録音内容はテ
キスト化を外部に委託した。 
 白井を中心に阿波連・藤本も加わり法務研
究科における実務科目「ロイヤリング」の教
材を検討することで、そこで経験的に伝えら
れようとしているコミュニケーションの技
法について検討した。 
 テキスト分析を行うための Text Mining 
for Clementine を購入し、その分析理論なら
びに手順に習熟するため、藤本、田辺、橋本
は三日間の講習会を受講し、数回にわたり三
名での検討会を行い、次年度以降の実データ
分析に備えた。 
 2007 年度は、対面法律相談におけるコミュ
ニケーションと対比するかたちでの心理カ
ウンセリングにおけるデータ収集を行った。
データ収集にあたり設計段階で実際のカウ
ンセリングは守秘義務やクライアントのプ
ライバシーの問題等から困難であることが
明らかとなり、そのため臨床心理専攻の院生
が行っている模擬カウンセリングをもって
代替することとした。またコミュニケーショ
ンメディアにおける違いとの比較のためテ
レビ会議による法律相談を実施し、相談者の
承諾を取った上で音声を録音し、それをテキ
スト化した。前年度までに収集した対面法律
相談のテキストとこれらのテキストの比較
にあたっては、テキスト分析の手法を用いる
が、その際にデータマイニングの手法を用い
ることとし、そのために前年度購入した SPSS 
Clementine for Text Mining を用いての分析
手法について、専門家を招いた講習会を実施
した。 
 本研究は単なるデータ分析ではなく法の
イメージや位置づけといった比較文化的な
文脈での研究をその目的としているが、その
ため国内外の学会・研究会等に研究分担者や
研究協力者を派遣し、関係する研究者との情
報交換を積極的に行った。また、法をめぐる
コミュニケーションという観点から国内の



 

 

研究者や実務家を本学に招いての連続研究
会を７回開催し、一部は公開研究会として市
民にも開放した。 
 2008 年度は、模擬カウンセリングテキスト
と法律相談テキストとの形態素分析をベー
スとした量的ならびに質的な会話分析を行
った。また効率的で適切なリーガルコミュニ
ケーションの背景を明らかにするため、県内
住民に対するリーガル・ニーズ調査をウェブ
調査により実施した。回収されたケースは
300 ケースである。 
 
４．研究成果 
 テキスト分析においては、弁護士の方が、
カウンセラーよりも発話数も、また発言ごと
の文数も多かったが、文節数についてはそれ
ほど違いはなかった。「だめ」「できない」「わ
からない」といった否定的表現に着目すると、
カウンセラーは相談者より少なく、弁護士は
相談者より多いこともわかった。このように
形態素分析をベースとした会話分析という
方法は、カウンセリングや法律相談というあ
る程度定型的な会話体においても有用であ
るということが明らかとなった。さらに、ク
ライアントや相談者の当該のカウンセリン
グ・法律相談に対する評価を組合せると、望
ましいカウンセリング・相談の技法を同定す
ることができるという研究の方向性が確認
された。 
 ウェブ調査によって明らかになったこと
は下記のとおりである。おそらくウェブ調査
モニタの特性および質問文における用語を
主たる理由として、「もめごと」の経験率は
約４分の３と同種の調査よりもたいへん高
く出ている。従来の紛争調査や裁判利用調査
では、紛争の分類として、裁判上の分類（事
件名）を援用することが多いが、社会学的な
視点からは、紛争をその相手当事者によって
分類していく方が日常的な直感的分類に近
くなるのではないかというさらなる仮説を
構成することもできるだろう。こうしたもめ
事に直面しても誰にも相談していない者が
約 45％いた。弁護士に相談したケースは無
料・有料合わせて 20 件であり、そのうち依
頼したものは７件であった。しかし、依頼し
たうちの５件程度が家族離婚や相続にかか
わるものであり、逆に自己は 66 件のもめご
と経験数のうち弁護士に依頼したのは０件
であった。このように弁護士が受任する事件
にははっきりとした傾向がみてとれる。もめ
ごとは広範に存在している。それが必ずしも
法的紛争の「種」であるとはいいきれないも
のの少なくないもめごとが「放置」されてい
ることも本調査からはあきらかになった。 
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キングペーパー・資料集として報告書にまと
めている。 
 



 

 

【離島における法律相談活動】 
米田憲市「離島におけるリーガル・クリニッ
ク」（2007/12/21） 
 
【裁判員制度における裁判官と裁判員のコ
ミュニケーション－模擬評議の分析－】 
堀田秀吾「ことばから見た裁判官と裁判員の
不均衡」（2008/01/17）  
藤田政博「コミュニケーションのネットワー
ク か ら み た 市 民 参 加 の あ り か た 」
（2008/01/17） 
 
【裁判員制度を中心とする法教育における
コミュニケーション】 
渡邊弘「紛争解決プロセスにおけるコミュニ
ケーション」（2008/02/14） 
 
【裁判とＡＤＲにおけるコミュニケーショ
ンについて】 
山田文「合意とコミュニケイション」
（2008/02/19） 
 
【企業はなぜ法を破るのか～コンプライア
ンスと企業組織】 
沖崎聰「リーガルコミュニケーションとコン
プライアンス」（2008/02/22） 
丸山満彦「企業組織での遵法精神を徹底させ
る難しさ」（2008/02/22） 
 
【裁判過程におけるコミュニケーションの
意義】 
菅原郁夫「裁判過程におけるコミュニケーシ
ョンの意義」（2008/02/28） 
 
【法律相談におけるコミュニケーション】 
樫村志郎「法律相談におけるコミュニケーシ
ョンのあり方」（2008/03/13） 
 
【よりよきリーガル・コミュニケーションを
求めて】 
藤本亮「法サービスニーズとリーガル・コミ
ュニケーション―県内リーガルニーズ調査
報告－」（2009/02/23） 
田辺肇「法律相談と心理カウンセリングの会
話分析の試み」（2009/02/23） 
中村順英「弁護士からみたリーガル・コミュ
ニケーション」（2009/02/23） 
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門知識提供」（2009/02/23） 
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